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宗
教
法
人
「
顕
正
会
」
規
則
と
規
約

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
主
任
）

伊

藤

立

教

顕
正
会
は
、
平
成
八
年
十
一
月
十
八
日
に
宗
教
法
人
「
顕
正
寺
」
の
名
称
を
変
更
し
、
埼
玉
県
和
光
市
か
ら
東
京
都
板
橋
区
常
盤
台
一

丁
目
十
四
番
一
号
に
事
務
所
を
移
転
。
法
人
規
則
の
変
更
に
よ
っ
て
、
宗
教
法
人
「
顕
正
会
」
が
文
部
大
臣
か
ら
認
証
さ
れ
た
。
同
会
の

規
則
を
、
研
究
資
料
と
し
て
記
載
す
る
。

宗
教
法
人
「
顕
正
会
」

規
則

第
一
章

総

則

第
一
条

こ
の
会
は
宗
教
法
人
法
に
よ
る
宗
教
法
人
で
あ
っ
て
「
顕
正
会
」
と
い
う
。

（
仏
法
上
の
立
場
は
「
冨
士
大
石
寺
顕
正
会
」）

第
二
条

こ
の
宗
教
法
人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
）
は
、
事
務
所
を
東
京
都
板
橋
区
常
盤
台
一
丁
目
一
四
番
一
号
に
置
く
。

（
現
在
は
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
寿
能
町
一
丁
目
七
十
二
番
一
号
）

第
三
条

こ
の
法
人
は
、
日
蓮
大
聖
人
を
末
法
下
種
の
本
仏
と
崇
敬
し
、
大
聖
人
出
世
の
本
懐
た
る
弘
安
二
年
の
「
本
門
戒
壇
の
大
御
本
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尊
」
を
帰
命
依
止
の
本
尊
と
し
、
血
脈
付
法
の
二
祖
日
興
上
人
を
末
法
下
種
の
僧
宝
と
仰
ぎ
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
遺
命
た
る
広
宣
流

布
・
国
立
戒
壇
建
立
を
成
就
し
て
真
の
日
本
国
安
泰
お
よ
び
世
界
平
和
を
顕
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

こ
の
目
的
達
成
の
た
め
、
必
要
な
業
務
お
よ
び
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条

こ
の
法
人
は
、
二
祖
日
興
上
人
・
三
祖
日
目
上
人
以
来
富
士
大
石
寺
に
相
伝
さ
れ
た
正
統
教
義
に
基
づ
い
て
信
行
す
る
。

２

所
依
の
経
釈
は
日
蓮
大
聖
人
御
書
、
日
興
上
人
・
日
目
上
人
・
日
寛
上
人
遺
文
、
法
華
経
十
巻
を
正
依
と
し
、
天
台
大
師
・
妙
楽

大
師
・
伝
教
大
師
の
釈
疏
を
傍
依
と
す
る

第
五
条

こ
の
法
人
の
公
告
は
、
事
務
所
の
掲
示
場
に
十
日
間
掲
示
し
て
行
う
。

第
二
章

役
員
そ
の
他
の
機
関

第
一
節

代
表
役
員
お
よ
び
責
任
役
員

第
六
条

こ
の
法
人
に
三
人
の
責
任
役
員
を
置
き
、
そ
の
う
ち
一
人
を
代
表
役
員
と
す
る
。

２

代
表
役
員
は
、
責
任
役
員
の
う
ち
か
ら
責
任
役
員
会
の
議
決
を
以
て
選
任
す
る
。
代
表
役
員
以
外
の
責
任
役
員
は
、
顕
正
会
の
会

員
の
中
か
ら
代
表
役
員
が
任
免
す
る
。

第
七
条

代
表
役
員
の
任
期
は
、
五
年
と
す
る
。
但
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。

２

代
表
役
員
以
外
の
責
任
役
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
再
任
を
妨
げ
な
い
。

３

補
欠
責
任
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

４

代
表
役
員
お
よ
び
責
任
役
員
は
、
辞
任
ま
た
は
任
期
満
了
後
で
も
、
後
任
者
が
就
任
す
る
と
き
ま
で
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
も
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の
と
す
る
。

第
八
条

代
表
役
員
は
、
こ
の
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
事
務
を
総
理
す
る
。

第
九
条

こ
の
法
人
の
事
務
は
、
責
任
役
員
会
に
お
い
て
責
任
役
員
の
定
数
の
過
半
数
で
決
し
、
そ
の
議
決
権
は
各
々
平
等
と
す
る
。

第
二
節

代
務
者

第
十
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
代
務
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

代
表
役
員
ま
た
は
責
任
役
員
が
死
亡
・
辞
任
・
任
期
満
了
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
欠
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
月
以
内
に
そ

の
後
任
者
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

二

代
表
役
員
ま
た
は
責
任
役
員
が
病
気
・
旅
行
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
三
月
以
上
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。

第
十
一
条

代
表
役
員
の
代
務
者
は
、
顕
正
会
の
会
員
の
中
か
ら
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
も
っ
て
選
定
す
る
。

２

代
表
役
員
以
外
の
責
任
役
員
の
代
務
者
は
、
顕
正
会
の
会
員
の
中
か
ら
代
表
役
員
が
選
定
す
る
。

第
十
二
条

代
務
者
は
、
代
表
役
員
ま
た
は
責
任
役
員
に
代
っ
て
そ
の
職
務
の
全
部
を
行
う
。

第
十
三
条

代
務
者
は
、
そ
の
置
く
べ
き
事
由
が
や
ん
だ
と
き
は
、
当
然
そ
の
職
務
を
退
く
も
の
と
す
る
。

第
三
節

仮
代
表
役
員
お
よ
び
仮
責
任
役
員

第
十
四
条

代
表
役
員
は
、
こ
の
法
人
と
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
責
任
役
員
の
う
ち
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か
ら
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
も
っ
て
仮
代
表
役
員
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

責
任
役
員
は
、
そ
の
責
任
役
員
と
特
別
な
利
害
関
係
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
議
決
権
を
有
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
は
顕
正
会
の
会
員
の
中
か
ら
、
代
表
役
員
が
仮
責
任
役
員
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

財

務

第
十
五
条

こ
の
法
人
の
資
産
は
、
特
別
財
産
・
基
本
財
産
お
よ
び
普
通
財
産
と
す
る
。

２

特
別
財
産
は
、
宝
物
お
よ
び
什
物
に
つ
い
て
設
定
す
る
。

３

基
本
財
産
は
、
左
の
財
産
に
つ
い
て
設
定
す
る
。

一

土
地
・
建
物
そ
の
他
の
不
動
産

二

公
債
・
社
債
そ
の
他
の
有
価
証
券

三

永
遠
保
存
の
目
的
で
積
み
立
て
た
財
産

四

基
本
財
産
と
し
て
指
定
さ
れ
た
寄
附
金

４

普
通
財
産
は
、
特
別
財
産
お
よ
び
基
本
財
産
以
外
の
財
産
、
財
産
か
ら
生
ず
る
果
実
、
お
よ
び
一
般
の
収
入
と
す
る
。

第
十
六
条

特
別
財
産
も
し
く
は
基
本
財
産
の
設
定
、
ま
た
は
そ
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
責
任
役
負
会
の
議
決
を
経
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条

基
本
財
産
た
る
現
金
は
、
不
動
産
も
し
く
は
確
実
な
有
価
証
券
に
替
え
、
ま
た
は
確
実
な
銀
行
に
預
け
、
そ
の
他
適
当
に
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

左
に
掲
げ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
て
、
そ
の
行
為
の
少
な
く
と
も
一
月
以
前
に
、
会
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員
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
行
為
の
要
旨
を
示
し
て
そ
の
旨
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
掲
げ
る
行
為
が
、
公
示
す
べ
き
余
裕
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
軽
微
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
お
よ
び
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
が
一

時
の
期
間
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

一

不
動
産
ま
た
は
財
産
目
録
に
掲
げ
る
宝
物
を
処
分
し
、
ま
た
は
担
保
に
供
す
る
こ
と
。

二

借
入
（
当
該
会
計
年
度
内
の
収
入
で
償
還
す
る
一
時
の
借
入
を
除
く
）
ま
た
は
保
証
を
す
る
こ
と
。

三

主
要
な
境
内
建
物
の
新
築
・
改
築
・
増
築
・
移
築
・
除
却
ま
た
は
著
し
い
模
様
替
を
す
る
こ
と
。

四

境
内
地
の
著
し
い
模
様
替
を
す
る
こ
と
。

五

主
要
な
境
内
建
物
の
用
途
も
し
く
は
境
内
地
の
用
途
を
変
更
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
を
法
人
の
主
た
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め

に
供
す
る
こ
と
。

第
十
九
条

こ
の
法
人
の
経
費
は
、
普
通
財
産
を
も
っ
て
支
弁
す
る
。

第
二
十
条

予
算
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
一
月
前
ま
で
に
編
成
し
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条

予
算
作
成
後
、
止
む
を
得
な
い
事
由
を
生
じ
た
と
き
は
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
て
、
既
定
予
算
の
追
加
ま
た
は
変
更

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

予
算
超
過
、
ま
た
は
予
算
外
の
支
出
に
充
て
る
た
め
、
予
算
中
に
予
備
費
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条

特
別
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
特
別
会
計
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条

決
算
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
作
成
し
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

こ
の
法
人
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

会

員
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第
二
十
六
条

会
員
は
会
員
名
簿
に
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

事

業

第
二
十
七
条

こ
の
法
人
は
、
第
三
条
の
目
的
達
成
の
た
め
、
機
関
紙
そ
の
他
の
出
版
事
業
を
行
う
。

２

前
項
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
責
任
役
員
会
の
議
決
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
管
理
責
任
者
を
置
き
、
管
理
運
営
に
当
ら
せ
る
。

３

第
一
項
の
事
業
の
会
計
は
、
一
般
会
計
と
区
分
し
、
特
別
会
計
と
し
て
計
理
す
る
。

４

第
一
項
の
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
の
細
則
は
、
規
程
を
以
て
定
め
る
。

５

第
一
項
の
事
業
か
ら
生
じ
た
収
益
は
、
こ
の
法
人
の
た
め
に
使
用
す
る
。

第
二
十
八
条

こ
の
法
人
は
、
こ
の
法
人
の
目
的
に
賛
同
す
る
日
蓮
正
宗
の
寺
院
お
よ
び
僧
侶
に
対
し
、
資
金
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

第
六
章

補

則

第
二
十
九
条

こ
の
規
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

こ
の
法
人
は
、
第
三
条
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
法
人
を
解
散
し
、
そ
の
残
余
財
産
は
日
蓮
正
宗
総
本
山
富
士
大
石

寺
に
供
養
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
す
る
細
則
は
、
責
任
役
員
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
埼
玉
県
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
則
施
行
当
初
の
代
表
役
員
お
よ
び
責
任
役
員
は
左
の
通
り
と
す
る
。

代
表
役
員

浅
井
昭
衛

責
任
役
員

□
□
□
□

責
任
役
員

□
□
□
□

責
任
役
員

□
□
□
□

附

則

こ
の
規
潮
の
変
更
は
、
埼
玉
県
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
（
昭
和
五
十
五
年
四
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
の
変
更
は
、
埼
玉
県
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
の
変
更
は
、
埼
玉
県
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
（
平
成
八
年
九
月
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
七
条
の
規
程
に
関
わ
ら
ず
、
規
則
変
更
の
施
行
日
に
お
い
て
現
に
責
任
役
員
で
あ
る
者
の
任
期
は
、
平
成
十
二
年
八
月
三
十
日

ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
の
変
更
は
、
文
部
大
臣
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
（
平
成
八
年
十
一
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


